
令和４年度 事 業 計 画  

 

 福岡県の生衛業界の振興･発展に資することを目的に、経営･融資の相談等

を中心に、次の事業を実施する。 

 

Ⅰ 生活衛生営業指導事業 

 

１ 相談指導事業 

生活衛生関係営業者に対し、経営指導員、経営特別相談員、税理士、 

弁護士等による相談･指導を行うことにより、衛生水準の向上、消費者の権

利の擁護とサービスの改善等を図り、生活衛生関係営業者の経営の健全化

を目指す。 

 

   （１） 相談室運営事業 

         事務所内に相談室を常設し、経営指導員が生衛業者や新規創業計

画者画者に対し、経営･金融･税務･衛生･後継者対策等に関する相談・

指導を行うとともに、各種相談窓口の紹介や施策の案内等の情報発信

を行う。また、利用者等からの苦情相談を電話等で受け付け対応する。 

   （２） 税務相談等事業 

        生衛業者が税制全般について理解を深め、税務事務を適正･円滑に      

行えるようにするため、税理士及び経営指導員、経営特別相談員による

税制改正等の講習会や税務相談･指導を行う。 

        また、生衛業者の経営、雇用、契約等に関する法律上の諸問題に対 

する弁護士等による法律相談・指導を行う。 

   （３） 生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業 

        小規模事業者が経営改善のため、日本政策金融公庫の生活衛生関

係営業者向けの融資制度を利用するにあたって、必要な助言を行うとと

もに、指導にあたる経営特別相談員の資質向上を目的として研修会を開

催する。 

   （４） 地区生活衛生営業相談指導事業 

県下８地区、３０会場に移動相談室を設け、経営指導員及び経営特

別相談員が、生衛業者に対する相談･指導を行う。 

   （５） 経営指導員巡回指導事業 

        経営指導員が、県内各地の生衛業者や生活衛生同業組合等を巡回 

し、衛生水準の向上、金融、税務及び苦情対応等の相談･指導行う。 



２ 情報化整備事業 

   生衛業に関する情報の収集･分析業務を行い、併せて消費者及び生衛

事業者に必要な情報をホームページに掲載する。 

     【ホームページに掲載する主な内容】 

        ① 相談事業等センターが実施する事業の紹介･広報 

    ② 生衛業に関する国等の施策の情報提供 

    ③ ホームページ上での消費者からの相談･苦情等の受付、対応 

    ④ 緊急情報の掲載（国･県とリンク） 

 

３ 後継者育成支援事業 

生衛業における経営上の大きな問題となっている後継者不足について、 

  インターンシップを実施し、若年者の勤労観、職業観の育成に資するととも

に生衛業に対する興味、理解を深める。 また、経営効率化等の問題解決

のため講習等の取組を行うことにより、後継者の課題の緩和を図る。 

 

      ① インターンシップ 

        １４生衛組合及び学校との連携により、学生等を対象に出前授業や 

就業体験事業を実施する。 

          また、インターンシップ受講者にアンケート調査を実施する。 

      ②  講習会 

          事業の積極的な展開や活性化を促すとともに、生衛業の経営の効

率化等を図るため、後継者等を対象とした講習会を実施する。 

   

Ⅱ 日本政策金融公庫融資に係る推薦書交付事業 

  日本政策金融公庫が行う生活衛生資金貸付に係る推薦書の交付事務を 

県から委託を受けて実施するとともに、併せて、金融、経営、衛生水準の向上

等生活衛生営業に関する相談・指導を行う。 

 

Ⅲ 標準営業約款登録推進事業 

    標準営業約款（Ｓマーク）の登録の促進と消費者に対する広報活動を行い 

制度の円滑な運営を図る。 

  ① 対象業種 理容業、美容業、クリーニング業、一般飲食業、めん類飲食業  

  ② 新規及び再登録手続き                 ２月、８月 

  ③ 担当事務職員研修会の開催               １回 （５月） 

  ④ 標準営業約款普及登録促進月間の実施     １１月 

       全国センター・県センター作成のチラシ等の配布 



Ⅳ 調査委託事業 

  １ 生衛業景気動向等調査 

      生衛業界の景気動向、設備投資動向等を定期的に把握するとともに、

生衛業者の景況感や地域事情等の定期的な把握に努め、日本政策金融

公庫の情報提供及び業務運営に資することを目的に実施する。 

                （日本政策金融公庫からの委託事業） 

２ 生衛業経営状況調査 

生衛業における月次の経営状況を定期的に把握し情報提供することに

より、個々の生衛業者が経営を行う判断材料として、また、生衛業に関する

今後の施策の検討材料として活用し、生衛業の振興及び経営の安定化を

図ることを目的に実施する。 

                   （厚生労働省からの委託事業） 

 

Ⅴ クリーニング師等研修事業 

    クリーニング業法に基づき、クリーニング師等の資質の向上を図るため、ク

リーニング師研修会及びクリーニング業務従事者講習会を実施する。 

 

    ① クリーニング師研修 

       研修会（座学形式） １回実施（福岡市内） 

    研修会を受講できない者を対象に第２型（通信制）研修を実施する。 

    ② クリーニング業務従事者講習会 

       講習会（座学形式） １回実施（福岡市内） 

      講習会を受講できない者を対象に第２型（通信制）講習を実施する。 

             

Ⅵ 生活衛生営業振興事業 

  １ 指導センター事業 

 

      ① 生衛業振興研修会等の開催 

     営業者、従事者等の資質の向上を目的にセミナー等を開催する。 

      ② 分野調整事業 

          大企業等の進出に伴う紛争について、当事者間の自主的解決の促

進を図るため、地域の営業者の事業活動等の状況について情報収集

を行う事業活動調整員を配置するとともに、紛争に関する相談指導や

調査を行う分野調整事業協議会を開催する。  



【分野調整事業協議会】   〔任期：令和元年 12 月 1 日～令和 4 年 11 月 30 日〕  

区   分 所   属   名 役職名 氏   名 

学 識 

経験者 

福岡県生活衛生営業指導センター 理 事 ◎田 代 強 一 

福岡県中小企業団体中央会 専務理事 𠮷 岡 秀 樹 

福岡商工会議所 経営相談部長 西 岡 潤 史 

営業者 

代 表 

福岡県飲食業生活衛生同業組合 理事長 竹 野    孔 

福岡県理容生活衛生同業組合 理事長 小副川 浩二 

消費者  

代 表 

日本労働組合総連合会福岡県連合会 総務局長 桑 原 忠 志 

福岡県地域婦人会連絡協議会 会 長 木 下 幸 子 

事業活動

調整員 

福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合 顧 問 太 田 信 幸 

福岡県クリーニング生活衛生同業組合 理事長 桑 原 義 行 

                                                                       ◎ 委員長 

 

２ 各生活衛生同業組合事業の支援 

    生活衛生関係営業者は、収益力の低い中小企業である場合が多いことか

ら、新規事業の開拓、雇用管理の改善、営業者･従事者の専門技術の向上、 

後継者の育成などの課題の克服に向けて取り組む生活衛生同業組合の事 

業を支援する。 


